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令和５年度 第１回 豊島区個人情報保護審議会 

会 議 次 第 

１  日  時   令和５年７月２５日（火）午前１０時００分から 

２  場  所   豊島区役所本庁舎９階  第一委員会室 

３  次  第 

（１）開 会 

（２）委員委嘱 

①区長挨拶 

②委員及び事務局職員の紹介 

③会長の選任 

④会長挨拶 

⑤職務代理の指名 

⑥会議録の作成方法 

（３）議 題 

【諮 問】 

① 諮問第１号 …資料１ 

個人情報保護法に係る安全管理措置について

【報告事項】 

① 「行政情報公開及び個人情報開示の実施状況」について…報告１ 

② 「保有個人情報の漏えい等」について…報告２

③ 「個人情報保護法に関する職員研修」について…報告３ 



個人情報保護法に係る安全管理措置について 

１．安全管理措置 

法第 66条第 1項
行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損（以下「漏えい等」とい

う。）の防止その他の保有個人情報の安全管理のため、必要かつ適切な措置（以下「安

全管理措置」という。）を講じなければならない。

同第 2項第 5号
地方公共団体の機関（政令第 19条第 2項各号に掲げる業務

２．委託にかかる安全管理措置 

法第 66条第 2項
次の者がそれぞれ次に記載する業務を行う場合には、行政機関等と同様の安全管

理措置を講じなければならない。また、これらの者が個人情報取扱事業者（法第 16
条第 2項）に該当する場合には、個人データに関する安全管理措置の規定（法第 23
条）についても適用を受ける。

(1)行政機関等から個人情報の取り扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務

(2)指定管理者 公の施設の管理の業務
（地方自治法第 244条第 1項）

(3)（以下略）

３．委託契約時の個人情報特記事項 

① 委託契約時の個人情報の取り扱い

法に定められた保有個人情報の安全管理のため、契約書にその旨を記載する必要

がある。また、委託先の管理を行う義務を有する。

② 特記事項添付の意義

委託契約を結ぶたびに、個人情報について委託契約書に記載することは膨大な手

間を要するとともに、必要とされる内容の記載漏れを起こす可能性がある。

記載漏れ等の事故を予防し、契約締結に係る手間を縮小するために、個人情報の取

り扱いに係る特記事項のひな型を作成し、契約内容に合わせて加除修正したものを

添付することとする。

③ 特記事項に記載すべき内容の整理

資料 A：個人情報保護条例下の守るべき事項及び特記事項（ひな型）
資料 B：現行の守るべき事項及び特記事項（記載例）
資料 C：行政機関等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針

令和 5年
第 1回 個人情報保護審議会諮問 

諮問 第 1号 
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業務の委託に係る個人情報の安全確保のために守るべき事項 

平成 18年 12月 14 日 

    政策経営部長決定 

【趣旨】 

この遵守事項は、豊島区個人情報等の保護に関する条例（平成１２年３月２７日条例第３

号）第１４条第１項に基づく委託先における個人情報の安全管理が適切に講じられるよう

定めるものである。 

個人情報を取り扱う業務を委託する際、区は、委託先から個人情報が漏えいする等不適正

な取扱いがないよう、適切な委託先を選定し、委託後においても委託先に対する監督を行う

責任がある。 

このため、業務を所管する課（以下「所管課」という。）は、委託先の選定の際は、委託予

定事業者が個人情報保護に関して適切な措置が講じられるよう、下記の「受託者が守るべき

事項」を参考に、見積の段階から仕様書の内容に個人情報の取扱いについて明記するものと

し、併せて別紙１「個人情報特記事項」を付すことで、適切な委託先の選定に努めるものと

する。 

また、契約締結時においても同様に個人情報の取扱いについて仕様書に確実に盛り込む

ものとする。 

契約履行中においては、別紙２「個人情報特記事項の遵守に関する報告書」により適切な

時期に報告を求め、委託先における個人情報の取扱い状況を把握し、監督員（契約事務規則

第５４条第１項）による監督が適切に行われることにより、委託（再委託を含む）に係る安

全確保を図るものとする。 

なお、以下に記述する「受託者が守るべき事項」については、汎用的なものであるため、

業務委託契約の目的や性質、内容等に応じて特記事項の取扱いの範囲内において適宜変更

して活用すること。 

（注）既に行っている業務委託において、委託先で取り扱う個人情報にマイナンバー（個 

人番号）を追加し個人番号利用事務又は個人番号関係事務となった場合は、「業務の委

託に係る特定個人情報の安全確保のために守るべき事項」の取扱いとなり、契約の仕様

書においては特定個人情報特記事項を付すこととなる。 

【受託者が守るべき事項】 

１ 受託事業者の個人情報保護の管理責任体制について 

ア プライバシーポリシーや個人情報の取扱いに関する内部規定を整備していること。 

イ 情報セキュリティに関する規定を整備していること（特に電算処理を委託先で行う 

場合は必須）。 

資料A①
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 ウ 受託業務における個人情報保護責任者、作業責任者、作業従事者を特定し、それぞれ

の責任を明確化すること。 

エ 従事者に対する個人情報保護に関する研修及び教育等を実施すること。 

 オ 個人情報の漏えいなど事故発生時の対応手順等を明確化すること。 

※個人情報の保護に関して、一般財団法人日本情報経済社会推進協会及びその指定機

関が認定したプライバシーマーク（JISＱ15001 準拠）の使用許諾事業者の場合は、

上記ア～オについて整備されていると見なすことができる。 

２ 取り扱う個人情報のセキュリティ対策について 

（１）個人情報を紙媒体で提供する委託の場合 

① 個人情報の保管場所の管理体制について 

  ア 引き渡した個人情報を安全に保管できる設備（施錠できる保管庫・耐火金庫等）を

有すること。 

  イ 保管場所の施錠及び開錠の責任者の指定並びに鍵の管理を徹底すること。 

ウ 盗難及び紛失等の事故防止措置を講じること。 

② 取り扱う個人情報の管理について 

（個人情報の受渡し） 

  ア 個人情報の受渡し及び搬送方法を明確化すること。 

  イ 個人情報の受渡し記録（個人情報の内容、受渡日時、担当者等）を作成すること。 

ウ 個人情報の受渡し及び搬送従事者を限定すること。 

エ 個人情報の受渡時に身分証明書又は確認証等により従事者の確認を行うこと。 

 （履行場所） 

オ 委託業務の履行場所を限定すること。   

  カ 履行場所の施錠及び開錠の責任者の指定並びに鍵の管理を徹底すること。 

 （持出・返還・廃棄）  

キ 受託業務処理の必要上個人情報を保管場所の外へ持ち出す場合は、持ち出し記録

（個人情報の内容、事由、持出・返却日時、担当者等）を作成し、返却時の確認を行

うこと。 

ク 業務上不要になった個人情報の返還方法（直接手渡しする、セキュリティ便で送付

する等）を明確化すること。 

ケ 業務上不要になった個人情報を、あらかじめ区の承認を受けて廃棄する場合は、第

三者への漏えいに留意して安全な方法で行い、その結果を区に報告（方法、日時、

担当者等）すること。 

③ 個人情報の取扱いの遵守状況について 

（個人情報の取扱状況の報告） 
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ア 個人情報の取扱いの遵守状況について、契約履行中の定められた時期に区へ報告

すること。 

④ 区の監督等の受入れについて 

（監督・立入検査・調査・監査等） 

ア 契約履行中における区の監督員による監督に応じること。 

イ 施設等への立入検査又は監査等に応じること。  

ウ 担当責任者を指定すること。 

（２）区の施設で電算処理を行う委託の場合 

① 個人情報の保管場所の管理体制について 

  ア 個人情報を安全に保管できる設備（施錠できる保管庫・耐火金庫等）を有すること。 

  イ 保管場所の施錠及び開錠の責任者の指定並びに鍵の管理を徹底すること。 

ウ 盗難及び紛失等の事故防止措置を講じること。 

② 電子計算組織による個人情報処理のセキュリティ対策について 

（作業従事者に課す制限等） 

ア 委託業務の履行場所を限定すること。 

イ 作業従事者の私物等の履行場所への持込みを制限すること。 

ウ ID・パスワード、IC カード等の機器又は身体等による利用者認証及びアクセス制

限を行い、作業従事者を限定すること。 

エ 作業従事者の取り扱う業務内容に応じたアクセス権限を施し、取り扱う個人情報

の項目を限定すること。 

オ 作業従事者が個人情報の処理に使用する端末を業務の必要性に基づき限定するこ

と。 

カ 作業従事者が個人情報の処理に使用する端末に付与する機能を業務の必要性に基

づき限定すること（外部記録媒体接続の制限等）。  

（電子計算組織に課す制限等） 

キ 個人情報の処理に使用する端末の盗難防止措置を講じること。 

ク 個人情報に係わる操作記録を保存すること。 

  ケ 個人情報データベースへの不正アクセスの除去対策、ウィルス感染による個人デ 

ータの流出対策を徹底すること。 

  コ パソコン等の紛失・盗難による個人データの流出対策（業務用パソコン・個人デー 

タの持ち出しルールの徹底）を講じること。 

 ③ 取り扱う個人情報の管理について 

（個人情報の受渡し） 

ア 個人情報の受渡しの手続を明確化すること。 

イ 個人情報の受渡し記録（個人情報の内容、受渡日時、担当者等）を作成すること。 
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  ウ 委託業務の電算処理に係るパソコン等の取扱方法を遵守すること。 

（持出・返還・廃棄） 

エ 受託業務処理の必要上個人情報を保管場所の外へ持ち出す場合は、持出記録（個人

情報の内容、事由、持出・返却日時、担当者等）を作成し、返却時の確認を行うこ

と。  

オ 業務上不要になった個人情報の返還方法（直接手渡しする、セキュリティ便で送付

する等）を明確化すること。 

カ 業務上不要になった個人情報を、あらかじめ区の承認を受けて廃棄・消去する場合

は、第三者への漏えいに留意して安全な方法で行い、その結果を区に報告（方法、

日時、担当者等）すること。 

④ 個人情報の取扱いの遵守状況について 

（個人情報の取扱状況の報告） 

ア 個人情報の取扱いの遵守状況について、契約履行中の定められた時期に区へ報告

すること。 

⑤ 区の監督等の受入れについて 

（監督・立入検査・調査・監査等） 

ア 契約履行中における区の監督員による監督に応じること。 

イ 施設等への立入検査又は監査等に応じること。  

ウ 担当責任者を指定すること。 

（３）区の施設外へ電磁的記録による個人情報を外部記録媒体の移送又はインターネット

通信回線等による送信その他の方法で提供して電算処理を行う委託の場合 

① 個人情報の保管場所の管理体制について 

  ア 引き渡した個人情報を安全に保管し、委託業務を履行できる設備を有すること。 

  イ 保管場所の施錠及び開錠の責任者の指定並びに鍵の管理を徹底すること。 

ウ 電算処理施設への入室規制措置を講じること。 

エ 盗難及び紛失等の事故防止措置を講じること。 

② 取り扱う個人情報の管理について 

  ア 個人情報の受渡し及び移送・送信する際の手続を明確化すること。 

  イ 個人情報の受渡し記録（個人情報の内容、受渡日時、担当者等）を作成すること。 

  ウ 個人情報を移送・送信できる作業従事者を限定すること。 

エ 個人情報の移送・送信時に身分証明書又はパスワード等により作業従事者の確認

を行うこと。 

  オ 移送・送信時の安全確保措置（施錠管理、データの暗号化、パスワードの設定など）

を講じること。 

③ 電子計算組織による個人情報処理のセキュリティ対策について 
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（作業従事者に課す制限等） 

ア 委託業務の履行場所を限定すること。  

イ 作業従事者の私物等の履行場所への持込みを制限すること。 

ウ ID・パスワード、IC カード等の機器又は身体等による利用者認証及びアクセス制

限を行い、作業従事者を限定すること。 

エ 作業従事者の取り扱う業務内容に応じたアクセス権限を施し、取り扱う個人情報

の項目を限定すること。 

オ 作業従事者が個人情報の処理に使用する端末を業務の必要性に基づき限定するこ

と。 

カ 作業従事者が個人情報の処理に使用する端末に付与する機能を業務の必要性に基

づき限定すること（外部記録媒体接続の制限等）。 

（電子計算組織に課す制限等） 

キ 個人情報の処理に使用する端末の盗難防止措置を講じること。 

ク 個人情報に係わる操作記録を保存すること。 

  ケ 個人情報データベースへの不正アクセスの除去対策、ウィルス感染による個人デ 

ータの流出対策を徹底すること。 

  コ パソコンの紛失・盗難による個人データの流出対策（業務用パソコン・個人データ

の持ち出しルールの徹底等）を講じ、作業従事者に徹底すること。 

（持出・返還・廃棄） 

サ 受託業務処理の必要上個人情報を保管場所の外へ持ち出す場合は、持出記録（個人

情報の内容、事由、持出・返却日時、担当者等）を作成し、返却時の確認を行うこ

と。 

シ 業務上不要になった個人情報の返還又は廃棄・消去の方法を明確化すること。 

ス 業務完了後、使用した全機器からの不要になった個人情報の確実な消去を行うこ

と。 

セ 業務上不要になった個人情報を、あらかじめ区の承認を受けて廃棄・消去する場合

は、第三者への漏えいに留意して安全な方法で行い、その結果を区に報告（方法、

日時、担当者等）すること。  

④ 個人情報の取扱いの遵守状況について 

（個人情報の取扱状況の報告） 

ア 個人情報の取扱いの遵守状況について、契約履行中の定められた時期に区へ報告

すること。 

⑤ 区の監督等の受入れについて 

（監督・立入検査・調査・監査等） 

ア 契約履行中における区の監督員による監督に応じること。 

イ 施設等への立入検査又は監査等に応じること。  
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ウ 担当責任者を指定すること。 

３ 業務の再委託について 

  再委託は禁止とする。ただし、受託業務の処理上、下記※に示すやむを得ない場合で区 

の承認を得たときに限り、次の事項に留意して再委託できるものとする（再委託には、契

約課長への協議及び承認が必要となります）。 

  ア 再委託先においても、個人情報等の適切な安全管理措置が講じられていること。 

イ 再委託先との契約においても、委託先との契約で明記した特記事項の個人情報保

護に関する事項を遵守させること。 

ウ 再委託の承認にあたっては、あらかじめ再委託先の名称、再委託する理由・内容・

取り扱う個人情報、再委託先において個人情報を取り扱う作業責任者及び作業従

事者の氏名等を提出させること。 

※「受託業務の処理上やむを得ないとき」とは、委託業務の遂行に当たり、受託者以外 

の専門知識を要する者に再委託させることが業態として一般的であり、妥当と認め

られる場合をいう。 

４ 本事項の見直しについて  

本事項は、個人情報保護又は情報セキュリティの進展等を踏まえ、継続的に必要な見直

しを行うものとする。 

附 則 

   この要綱は、平成１８年１２月１４日から施行する。 

附 則 

   この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

   この要綱は、令和２年１月１日から施行する。 

附 則 

   この要綱は、令和３年８月１日から施行する。 
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別紙１ 

（記載例）                                 

個人情報 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 ○○業務の受託事業者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護に関する豊島区

（以下「甲」という。）の施策に協力するとともに、個人情報の保護の重要性を認識し、

受託業務の処理に当たって個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を害することの

ないよう最大限配慮し、本個人情報特記事項を遵守しなければならない。 

（取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、次に掲げる個人情報に限り取り扱うことが

できるものとし、当該個人情報以外の個人情報の収集、保有、使用その他の取扱いをし

てはならない。 

 (1) 受託業務の処理のために甲から提供される次の個人情報

ア 氏名

  イ 住所     （左記のように個人情報の項目を記入する。）

ウ 電話番号

(2) 受託業務の処理のために収集する次の個人情報 

  ア 家族構成 

  イ 健康状態 

  ウ その他受託業務の処理のために必要となる個人情報で、収集に当たって事前に甲

と協議し、甲の承認を得たもの（※１）

※１ 個人情報の項目を具体的に掲げることを原則とするが、具体的に掲げられない場

合は、受託者の裁量で個人情報が取り扱われることのないよう(2)のウのような表現を

用いて、取り扱う個人情報の範囲を限定すること。 

※２ 「(1)受託業務の処理のために甲から提供される個人情報」が存在しない場合は次

のような表現にする。 

  （取り扱う個人情報の範囲等） 

 第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、受託業務の処理のために収集する次の個

人情報に限り取り扱うことができるものとし、当該個人情報以外の個人情報の収集、

保有、使用その他の取扱いをしてはならない。 

(1) 家族構成 

(2) 健康状態   

 (3) その他受託業務の処理のために必要となる個人情報で、収集に当たって事前に甲 

と協議し、甲の承認を得たもの（※１）

※３ 「(2)受託業務の処理のために収集する個人情報」が存在しない場合は、次のよう 

な表現にする。 

資料A②
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  （取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、受託業務の処理のために甲から提供され 

る次の個人情報に限り取り扱うことができるものとし、当該個人情報以外の個人 

情報の収集、保有、使用その他の取扱いをしてはならない。 

  (1) 氏名 

  (2) 住所     （左記のように個人情報の項目を記入する。） 

  (3) 電話番号 

２ 乙は、受託業務に係る個人情報を取り扱う作業責任者及び作業従事者の氏名を、あら 

かじめ甲に報告しなくてはならない。変更するときも、同様とする。

（受託業務に従事する者の義務） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た個

人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後も同様

とする。 

（セキュリティ対策の整備義務）

第４条 乙は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しなければなら

ない。

 ※ 乙が受託業務を電算処理する場合は、上記文に続けて次のような表現を加える。

   特に、受託業務を電子計算機により処理する場合は、不正アクセスやコンピュータ

ウイルス等による個人情報の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御対策を講じ

なければならない。

２ 乙は、受託業務に従事している者に対して、個人情報保護及び情報セキュリティに関

する研修又は教育を実施しなければならない。 

（目的外利用の禁止） 

第５条 乙は、第２条第１項各号に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」という。）

を受託業務の目的以外の目的で利用してはならない。

 ※ 目的外利用することがあらかじめ予想され、かつ、やむを得ないと考えられる場合

は、次のような表現にする。

（目的外利用の制限）

第５条 乙は、第２条第１項各号に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」という。）

を受託業務の目的以外の目的で利用してはならない。ただし、区民等の福祉の向上の

ために特に必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、この限

りでない。

２ 乙は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、あらかじめ、その利用目的、

利用方法、利用期間等を甲に通知しなければならない。
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（外部提供の禁止）

第６条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。

※ 外部提供することがあらかじめ予想され、かつ、やむを得ないと考えられる場合は、

次のような表現にする。

（外部提供の制限）

第６条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、区民等の福

祉の向上のために特に必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたとき

は、この限りでない。

２ 乙は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、あらかじめ、提供先の名称、

提供先の利用目的、利用方法、利用期間等を甲に通知しなければならない。

（再委託の禁止）

第７条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。

 ※ 再委託することがあらかじめ予想され、かつ、やむを得ないと考えられる場合は、

次のような表現にする。

（再委託の制限）

第７条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。ただし、受託業務の

処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、受託業務の

一部を再委託できるものとする。

２ 乙は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、再委託先の名称、再委託する

理由、再委託して処理する内容、再委託において取り扱う情報、再委託先における安

全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確に

した上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得な

ければならない。

３ 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、

甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

４ 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続き方法に

ついて具体的に規定しなければならない。

５ 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を監督すると

ともに、甲の求めに応じて、監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。

（複写又は複製の禁止）

第８条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。

 ※１ マイクロフィルムの作成など委託業務の内容が個人情報を複写又は複製するもの

である場合は、次のような表現にする。

  （複写又は複製の制限）

第８条 乙は、仕様書に記載した受託業務の処理の範囲を超えて、取り扱う個人情報を

複写又は複製してはならない。
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 ※２ 上記※１の場合以外で、複写又は複製することがあらかじめ予想され、かつ、や

むを得ないと考えられる場合は、次のような表現にする。

  （複写又は複製の制限）

第８条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、受託業務の

処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、この限りで

ない。

（持ち出しの禁止）

第９条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。

 ※ 持ち出しすることがあらかじめ予想され、かつ、やむを得ないと考えられる場合は、

次のような表現にする。

  （持ち出しの制限）

  第９条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。ただし、

受託業務の処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、

この限りではない。この場合は、持ち出し記録（持ち出し事由・日時・返却日時・担

当者等）を作成し、保管場所の確認を行わなければならない。

（資料等の返還義務）

第１０条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料等を、

速やかに、甲に返還しなければならない。

 ※ 資料等は返還が原則であるが、あらかじめ返還が困難であることが予想される場合

は、次のような表現にする。

  （資料等の返還義務）

第１０条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料（第

８条で規定する「複写又は複製したもの」を含む。）等を速やかに、甲に返還しなければ

ならない。ただし、資料等の返還が困難であると認められる場合において、甲の承認を

受けたときは、当該資料等を廃棄できるものとする。

 ２ 乙は、前項ただし書の規定により廃棄するときは、当該資料等が第三者の利用に供

されることがないよう、物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必

要な措置を講じなければならない。

 ３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応

じなければならない。

 ４ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名

及びその内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。

（個人情報の取扱状況の報告）

第１１条 乙は、契約履行中において、個人情報の取扱いの遵守状況について「個人情報

特記事項の遵守に関する報告書」により甲に報告しなければならない。
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※報告時期は、契約内容に合った適切な時期を定めて報告させる旨を仕様書において具

体的に記載すること（記載例：○カ月に○回）。 

（監督に応じる義務）

第１２条 甲は、委託業務の処理において、取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、

乙に対する必要かつ適切な監督を行うものとし、乙はこれに応じなければならない。

（施設等の立入検査又は調査に応じる義務）

第１３条 甲は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等の

立入検査及び調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならない。

（監査に応じる義務）

第１４条 甲は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものとし、

乙はこれに応じなければならない。

（事故発生時の対応）

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事

故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報

の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、甲の指示に従わなければならな

い。

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、

証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、

緊急時対応計画を定めなければならない。

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて

当該事故に関する情報を公表することができる。

（契約解除）

第１６条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、甲は契約を解除す

ることができる。

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、

その損害の賠償を請求することはできない。

（損害賠償）

第１７条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、甲が損害を受けたと

きは、乙はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了した後も同様とする。

（罰則） 

第１８条 正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された豊島区個人情報
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等の保護に関する条例（平成１２年豊島区条例第３号。以下｢条例｣という。）第２条第１

項第４号アに係る個人情報ファイルを提供したときは、条例第４６条又は第４８条の規

定に基づき、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者  

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 

(2) 業務を受託した法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含

む。以下同じ。）又は人  

１００万円以下の罰金 

第１９条 受託業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を

図る目的で提供し、又は盗用したときは、条例第４７条又は第４８条の規定に基づき、

次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者 

 １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金  

(2) 業務を受託した法人又は人 

 ５０万円以下の罰金 



業務の委託に係る個人情報の安全確保のために守るべき事項 

令和 5年３月２日
政策経営部長決定

制定 平成 18年 12月 14日
改正 平成 28年 4月 1日

改正 令和元年 12月 26日
改正 令和 3年 7月 7日
改正 令和 4年 12月 1日

全部改正 令和 5年 3月２日

１．個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう必要な措置

を講ずる。

（１）「豊島区情報セキュリティ対策基準」8.1外部委託（１）外部委託先の選定基準に準拠
した選定を行うこと。

２．契約書に次の事項を明記すること。

（１） 個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務

（２） 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項（再委託先が委託先の

子会社（会社法（平成 17年法律第 86号）第 2条第 1項第 3号に規定する子会社を
いう。）である場合も含む。委託先との契約書に、再委託に際して再委託先に求める

事項は、再委託先が子会社である場合も、）同様に求めるべきことを明記する。）

（３） 個人情報の複製等の制限に関する事項

（４） 個人情報の安全管理に関する事項

（５） 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

（６） 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

（７） 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

（８） 契約内容の順守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託さ

れた個人情報の取扱状況を把握するための監督等に関する事項（再委託の監督等に

関する事項を含む。）

※ 記載例は、別紙 1「個人情報特記事項」、別紙 2「遵守に関する報告書」のとおり

３．次の事項を書面で確認すること。

（１） 委託先における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制

（２） 個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項

４．保有個人情報の取扱に係る業務を外部に委託する場合には、取り扱いを委託する個人

資料 B①



情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。

５．保有個人情報の取扱に係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る保有

個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、作業の管理体制及び実施体制や個

人情報の管理の状況について、少なくとも年 1 回以上、原則として実地検査により確
認する、

６．委託先において、保有個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に

上記１．の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性

等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが上記５．の措置を実施する。保

有個人情報の取扱に係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とす

る。

７．保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合は、労働者派遣

契約書に秘密保持業務等個人情報の取扱に関する事項を明記する。

８．保有個人情報の取扱いに係る業務を委託する場合には、漏えい等による被害発生のリ

スクを低減する観点から、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等その内容など

を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部または一部を削

除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずる。

９．委託先が個人情報取扱事業者（法第 16条第 2項）に該当する場合には、個人データに
関する安全管理措置を講ずべき義務（法第 23条）も負うこととなる。また、行政機関
等から個人情報の取扱の委託を受けた者は、当該委託を受けた業務を行う場合におけ

る個人情報の取扱について、行政機関等と同様の安全管理措置義務を負う。

１０．本事項の見直しについて

本事項は、個人情報保護又は情報セキュリティの進展等を踏まえ、継続的に必要な見直し

を行うものとする。

附 則

この要綱は、平成 18年 12月 14日から施行する。
附 則

この要綱は、平成 28年 4月 1日から施行する。
附 則

この要綱は、令和 2年 1月 1日から施行する。



附 則

この要綱は、令和 3年 8月 1日から施行する。
附 則

この要綱は、令和 4年 12月 1日より施行する。
附 則

この要綱は、令和 5年 4月 1日より施行する。



別紙１ 

（記載例） 

個人情報 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 ○○業務の受託事業者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護に関する豊島

区（以下「甲」という。）の施策に協力するとともに、個人情報の保護の重要性を認識

し、受託業務の処理に当たって個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を害するこ

とのないよう最大限配慮し、関係法令及び本個人情報特記事項を遵守しなければならな

い。 

（取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、次に掲げる個人情報に限り取り扱うことが

できるものとし、当該個人情報以外の個人情報の収集、保有、使用その他の取扱いをし

てはならない。 

(1) 受託業務の処理のために甲から提供される次の個人情報

ア 氏名

イ 住所     （左記のように個人情報の項目を記入する。）

ウ 電話番号

(2) 受託業務の処理のために収集する次の個人情報 

ア 家族構成 

イ 健康状態 

ウ その他受託業務の処理のために必要となる個人情報で、収集に当たって事前に甲

と協議し、甲の承認を得たもの（※１）

※１ 個人情報の項目を具体的に掲げることを原則とするが、具体的に掲げられない場

合は、受託者の裁量で個人情報が取り扱われることのないよう(2)のウのような表現

を用いて、取り扱う個人情報の範囲を限定すること。 

※２ 「(1)受託業務の処理のために甲から提供される個人情報」が存在しない場合は、

次のような表現にする。 

（取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、受託業務の処理のために収集する次の個

人情報に限り取り扱うことができるものとし、当該個人情報以外の個人情報の収集、

保有、使用その他の取扱いをしてはならない。 

(1) 家族構成 

(2) 健康状態 

(3) その他受託業務の処理のために必要となる個人情報で、収集に当たって事前に甲

資料 B②



と協議し、甲の承認を得たもの（※１）

※３ 「(2)受託業務の処理のために収集する個人情報」が存在しない場合は、次のよ

うな表現にする。 

（取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、受託業務の処理のために甲から提供され

る次の個人情報に限り取り扱うことができるものとし、当該個人情報以外の個人情報

の収集、保有、使用その他の取扱いをしてはならない。 

(1) 氏名 

(2) 住所     （左記のように個人情報の項目を記入する。） 

(3) 電話番号 

２ 乙は、受託業務に係る個人情報を取り扱う作業責任者及び作業従事者の氏名を、あら

かじめ甲に報告しなくてはならない。変更するときも、同様とする。

（個人情報に関する秘密保持） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た個

人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。本条の定めは、本受託業

務終了後も同様とする。 

（目的外利用の禁止） 

第４条 乙は、第２条第１項各号に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」という。）

を本受託業務の目的以外の目的で利用してはならない。

（外部提供の禁止）

第５条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。

※ 外部提供することがあらかじめ予想され、かつ、やむを得ないと考えられる場合は、

次のような表現にする。

（外部提供の制限）

第５条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、区民等の福

祉の向上のために特に必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたとき

は、この限りでない。

２ 乙は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、あらかじめ、提供先の名称、

提供先の利用目的、利用方法、利用期間等を甲に通知しなければならない。

（再委託の禁止）

第６条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。

 ※ 再委託することがあらかじめ予想され、かつ、やむを得ないと考えられる場合は、次



のような表現にする。

（再委託の制限）

第６条 乙は、本受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。ただし、受託業務

の処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、受託業務

の一部を再委託できるものとする。

２ 乙は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、再委託先の名称、再委託する理

由、再委託して処理する内容、再委託において取り扱う情報、再委託先における安全性

及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした

上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければ

ならない。

３ 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲

に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

４ 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続き方法に

ついて具体的に規定しなければならない。

５ 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を監督すると

ともに、甲の求めに応じて、監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。

（複写又は複製の禁止）

第７条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。

※１ マイクロフィルムの作成など委託業務の内容が個人情報を複写又は複製するもの

である場合は、次のような表現にする。

（複写又は複製の制限）

第７条 乙は、仕様書に記載した受託業務の処理の範囲を超えて、取り扱う個人情報を

複写又は複製してはならない。

※２ 上記※１の場合以外で、複写又は複製することがあらかじめ予想され、かつ、やむ

を得ないと考えられる場合は、次のような表現にする。

（複写又は複製の制限）

第７条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、受託業務の

処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、この限りで

ない。

（持ち出しの禁止）

第８条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。

※ 持ち出しすることがあらかじめ予想され、かつ、やむを得ないと考えられる場合は、

次のような表現にする。

（持ち出しの制限）



第８条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。ただし、

本受託業務の処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたとき

は、この限りではない。この場合は、持ち出し記録（持ち出し事由・日時・返却日時・

担当者等）を作成し、保管場所の確認を行わなければならない。

（安全管理措置） 

第９条 乙は、甲から取り扱いを委託された個人情報の漏えい、滅失または毀損（以下「漏

えい等」という。）の防止のために、組織的、人的、物理的および技術的な安全管理のた

めに必要かつ適切な措置（以下「安全管理措置」という。）を講じなければならない。具

体的な安全管理措置の内容については、甲乙協議の上で別途定める。 

２ 乙は、安全管理措置を徹底するため、個人情報の取り扱いに関する管理責任者を定める

ものとする。 

※ 具体的な安全管理措置の内容は、契約で定めることもできますが、別途協議により定

めるとすることも可能です。その際には、個人情報保護ガイドライン（行政機関等編）

「5-3-1 安全管理措置」や「豊島区情報セキュリティ対策基準」を参考にしてくだ
さい。

（業務従事者の管理） 

第１０条 乙は、個人情報を取り扱う従事者の範囲を限定したうえで、当該従事者に対して

必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

２ 乙は、受託業務に従事している者に対して、個人情報保護及び情報セキュリティに関す

る研修又は教育を実施しなければならない。 

（セキュリティ対策の整備義務等）

第１１条 乙は、受託業務の処理に当たっては、甲から提示された情報セキュリティ要件

を遵守しなければならない。

※ 別に情報セキュリティ要件を提示してください。

２ 乙は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しなければならな

い。

※ 乙が受託業務を電算処理する場合は、上記文に続けて次のような表現を加える。

特に、受託業務を電子計算機により処理する場合は、不正アクセスやコンピュータウ

イルス等による個人情報の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御対策を講じなけ

ればならない。

（個人情報の取扱状況の報告）

第１２条 乙は、契約履行中において、個人情報の取扱いの遵守状況について「個人情報特



記事項の遵守に関する報告書」により甲に報告しなければならない。

※報告時期は、契約内容に合った適切な時期を定めて報告させる旨を仕様書において具

体的に記載すること（記載例：○カ月に○回）。 

（監督に応じる義務）

第１３条 甲は、委託業務の処理に関し、監督員による監督を行うことができるものと

し、乙はこれに応じなければならない。

（施設等の立入検査又は調査に応じる義務）

第１４条 甲は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等の

立入検査及び調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならない。

※１ 委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等が、個人情報の保護に関する法律施

行規則（平成２８年個人情報保護委員会規則３号、以下「規則」という。）第４３条

各号に該当する事態が発生するおそれがある場合は、次のような表現とする。 

（施設等の立入検査又は調査に応じる義務） 

第１４条 甲は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等

の立入検査及び調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならな

い。

また、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容やその量等が個人情報

の保護に関する法律施行規則（平成２８年個人情報保護委員会規則３号、以下「規

則」という。）第４３条各号のいずれかに該当する事態が発生するおそれがある場合

は、作業の管理体制や実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年 1回

以上、原則として実地検査により確認するものとする。 

※２ 再委託等がある場合で、取り扱う個人情報の秘匿性等が規則第４３条各号のいず

れかに該当する事態が発生するおそれがある場合は、第２項として次のような表現も

記載する。 

２ 委託先において、保有個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には、乙に

前項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その

内容に応じて、乙を通じて甲が前項の措置を実施する。保有個人情報の取扱いに係る

業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 

（監査に応じる義務）

第１５条 甲は、本委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものと

し、乙はこれに応じなければならない。



（事故発生時の対応）

第１６条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい、滅失又は毀損（以下「漏えい等」

という。）をすることがないよう必要な措置を講ずるものとし、委託業務に係る個人情

報の漏えい等に関し責任を負うものとする。

２ 乙は、漏えい等事故が発生した場合又はそのおそれのある場合には、その事故の発生

に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、

件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、甲の指示に従わなければならない。

※ 事故発生時は①個人情報保護委員会への報告、②漏えい等した個人情報の本人への

通知の義務が生じる。 

①乙が個人情報取扱事業者である場合は、甲に報告を行うことで、個人情報保護委員

会への報告義務は免除される。 

②本人への通知は甲、乙の双方に義務がある。連名での通知も可能であることから、

打ち合わせの上、対応されたい。

３ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、

証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊

急時対応計画を定めなければならない。

４ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当

該事故に関する情報を公表する。

（資料等の返還義務） 

第１７条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料等を、速

やかに、甲に返還しなければならない。 

※ 資料等は返還が原則であるが、あらかじめ返還が困難であることが予想される場合

は、次のような表現にする。

（資料等の返還義務）

第１７条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料（第９

条で規定する「複写又は複製したもの」を含む。）等を速やかに、甲に返還しなければ

ならない。ただし、資料等の返還が困難であると認められる場合において、甲の承認を

受けたときは、当該資料等を廃棄できるものとする。

２ 乙は、前項ただし書の規定により廃棄するときは、当該資料等が第三者の利用に供さ

れることがないよう、物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要

な措置を講じなければならない。

３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じ

なければならない。

４ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及

びその内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。



（契約解除）

第１８条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、甲は本契約を解除

することができる。

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対し

て、その損害の賠償を請求することはできない。

（損害賠償）

第１９条 第２条から第１６条までの規定に違反する行為によって、甲が損害を受けたと

きは、乙はその損害を賠償しなければならない。本条の定めは受託業務が終了した後も

同様とする。

（管轄裁判所） 

第２０条 本契約に関する甲乙間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合

意管轄裁判所とする。 

（準拠法） 

第２１条 本契約は、日本法に従って解釈され、本契約に関する紛争は日本法に従って処理

されるものとする。 



別紙２

豊島区長あて

上記契約の個人情報の取扱状況に関して、下記のとおり報告します。 該当する方をチェック

不適正事案発生の有無 はい いいえ

（１） 現状すでに個人情報の不適正な取り扱いの事案が発生している。 □ □
（はいを選択した場合）具体的内容を記入

個人情報の管理体制 はい いいえ

（２） 個人情報の取扱いについて内部規程を整備している。 □ □
又はプライバシーマークを取得している。

（内部規程を作成している場合）規程等のコピーを提出または提示してください。（契約当初及び変更ごとに実施する）

（プライバシーマークを取得している場合）取得状況がわかるもののコピーの提出（契約当初及び変更ごとに再提出）

責任者・従事者等の明確化 はい いいえ

（３） 受託業務における個人情報保護責任者、作業責任者、作業従事者等を特定している。 □ □
（はいを選択した場合）名簿のコピーを提出してください。（契約当初に提出し、変更ごとに再提出）

意識向上等の対策 はい いいえ

（４） 個人情報保護及び情報セキュリティに対する意識向上のため研修等を作業従事者に行った。 □ □
（はいを選択した場合）具体的対策、日付等を記入

事故対応 はい いいえ

（５） 事故が発生した時の報告について、手順や方法を定めている。 □ □
（はいを選択した場合）手順や方法等のコピーを提出してください。（契約当初に提出し、変更ごとに再提出））

再委託について はい いいえ

（６） 再委託を行っている □ □
（７） 再委託を行っている場合、事前に区へ文書で協議し承諾を得ている。 □ □
（８） 再委託を行っている場合、再委託先へ監督を行った。 □ □

（はいを選択した場合）日付等、実施の具体的内容を記入　（いいえを選択した場合）今後の予定を記入

その他個人情報の取り扱い はい いいえ

（９） 仕様書及び特記事項に規定した個人情報の取扱いについて、遵守している。 □ □
（いいえを選択した場合）具体的内容を記入

区記入欄

課長 担当者

個人情報特記事項の遵守に関する報告書

年　　月　　日

契 約 番 号 　　契約第　　　号

契 約 件 名

契 約 日 履 行 期 間

受 託 者

所 在 地

名 称

代表者 (代理人 )職氏名

担当者氏名・連絡先電話番号

受付日 係長

資料B③


























